
 

 

大阪広域水道企業団告示第４号 

 令和６年大阪広域水道企業団告示第９号（市町村域水道事業における歳入等の納付事務の委託（コンビニエンスストア及びスマートフォン等

の電子機器による決済サービス））の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から実施する。 

  令和８年３月31日 

大阪広域水道企業団企業長 永藤 英機   

 次の表の改正前の欄に掲げる部分を同表の改正後の欄に掲げる部分に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 

３ 委託事務の範囲及び期間 

（１）・（２） （略） 

（３） 岬水道事業及び千早赤阪水道事業における水道料金納付事務並びに岬町及

び千早赤阪村から大阪広域水道企業団が受託した当該地方公共団体におけ

る下水道使用料納付事務 令和８年４月１日から令和11年９月30日まで 

（４） 阪南水道事業における水道料金納付事務及び阪南市から大阪広域水道企業

団が受託した当該地方公共団体における下水道使用料納付事務 令和９年

４月１日から令和11年９月30日まで 

 

３ 委託事務の範囲及び期間 

（１）・（２） （略） 

（３） 阪南水道事業、岬水道事業及び千早赤阪水道事業における水道料金納付事

務並びに阪南市、岬町及び千早赤阪村から大阪広域水道企業団が受託した

当該地方公共団体における下水道使用料納付事務 令和８年４月１日から

令和11年９月30日まで 

 

 


